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新型コロナウイルス感染症と法律家の役割
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世

界的まん延で多くの命が失われた。犠牲になっ
た方に衷心よりお見舞いを申し上げるとともに、
医療福祉をはじめ社会インフラを支え続けるた
めに働く皆様に最大限の敬意を表したい。健康
被害だけではなく、世界的な経済不況、学習機
会の喪失、差別や分断、生活の困窮、挙げれば
きりがないほどの被害が人類に襲いかかってお
り、それは、明日はわが身に起きることかもしれ
ないのだ。

そのなかで、たとえば「弁護士」たちは、「災害」
復興支援の経験を活かし、事業者や個人の日々
の暮らし、支援のお金、ローンや売掛金の支払、
様々な契約、保険の適用、損害賠償トラブル、家
事紛争、DV・虐待問題、解雇や休業補償など
の労働問題など、ありとあらゆる悩み事の相談
に応じている。各地の弁護士会や日本弁護士連
合会にて、無料電話相談窓口が開かれ、有志弁
護士たちがSNS等を活用したオンライン相談も
展開している。先の見通せない不安のなかでは、
支援に関する情報を整理し提供することが、希
望となり、パニックを防止し、精神的支援になる。
これまでの自然災害の被災者支援で培ったノウ
ハウによる情報提供支援とともに、人に寄り添
う支援をできる限り続けることが重要になる。

各都道府県の「弁護士会」や「日本弁護士連
合会」のホームページで、相談窓口を確認してほ
しい。分野は全く法律問題とは無関係と思われ
るものでもかまわない。どんな悩みであっても、
法律は少なからず背後に関係しているからだ。
情報収集のつもりでアクセスすることをおすすめ
したい。

緊急事態宣言直前期のリーガル・ニーズ
ではどのような悩み事があるのだろうか。緊

急事態宣言直前期の弁護士の電話による無料法
律相談窓口に表れたリーガル・ニーズを紹介す
る。図１は、第二東京弁護士会が特別窓口を設
置し、2020年３月10日から同年４月３日までに
実施した無料電話相談「58件」のうち、非事業

者（個人）54件の相談分析結果である（第二東京
弁護士会「新型コロナウイルス感染症無料法律
相談第１次データ集計及び分析結果」（2020年４
月17日）より抜粋）。なお、２割ほどは東京都外
の相談者である。

類型としては「消費者問題」（54.8％）と「労働
問題」（19.4％）が突出して高い割合（リーガル・
ニーズ）を示している。「消費者問題」では、旅行、
施設集客型の各種イベント、継続的サービス等
がキャンセルや供給停止になったことによる、個
人利用者側からの相談が多かったということであ
る。また、「労働問題」では、休業手当の受け取
りや解雇への不安に関する相談が多くを占めた
とのことである。緊急事態宣言前においても、多
くの悩みが顕在化していたことがわかる。

また、図２は、大阪弁護士会が新型コロナウ
イルスに関して事業者・労働者等向けに、2020
年３月11日から４月30日までに実施した409件
の電話相談の傾向である（大阪弁護士会「新型
コロナウイルスに関する事業者・労働者等向け
電話相談（2020年３月11日開始）」（2020年４月
30日現在）より抜粋）。

ここでは、「融資・助成金・給付金」と「休業
補償」に関する相談件数が突出している。突如
として経済活動や家庭に襲いかかった「全国教
育機関への一斉休校要請」（2020年２月29日の総
理大臣会見）の影響で、保護者らの経済活動に
も大きな影響があり、行政の支援を求める声が
多くなったもの考えられる。とくに「休業補償」

に関しては、厚生労働省による「雇用調整助成
金」の給付やその要件に関する情報提供が不可
欠となる。当時はまだ施策が十分ではなく、事
業主側にも正しい知識がないケースが多い。解
雇や雇止め、アルバイトの打ち切りなどの苦境
に立たされるなか、すこしでも「支援情報」を伝
えることで、不安を除去していくことが求められ
ているように思われる。

こうして東京と大阪を中心に新型コロナウイ
ルスの影響による初期の相談事例を見ると、自
然災害のように特定の被災地・被災者への支援
という観念が完全に破壊されており、「仕事と家
庭」「個人と事業者」のあらゆる人間関係、契約
関係、お金の支払・請求関係の問題が噴出して
いることがわかる。とくに、2020年４月７日の
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図１　第二東京弁護士会の新型コロナウイルス感染症無料電話相談のうち個人相談の傾向（n＝54：2020年３月10日～４月３日）

図２　大阪弁護士会の新型コロナウイルスに関する事業者・労働
者向け電話相談の傾向（n＝409：2020年３月11日～４月30日）
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感染症に立ち向かうあなたを助ける
お金とくらしの話

東京都等を対象とした新型インフルエンザ等対
策特別措置法に基づく緊急事態宣言、同月16日
の全国への緊急事態宣言拡大を踏まえると、深
刻な状況はより加速し、新たな支援政策の登場
もあいまって、情報提供ニーズも増大しているこ
とは容易に想像できる。

正しい支援情報を得るためには
「一律10万円」の「特別定額給付金」や、中小

事業者のための「持続化給付金」（法人最大200
万円、個人事業主最大100万円）などの支援策は、
すでに各種報道、自治体、商工会議所、商工会、
インターネットのまとめサイト、関連団体からの
お知らせ等により情報発信がなされている。ま
た、支援情報も日々刻々と変化し、「特別定額給
付金」のように申請期限が短期間のものが存在
する。そこで、本稿では、執筆（2020年６月初旬）
と誌面掲載（2020年６月下旬）のタイムラグがあ
ることを考慮し、正しい支援情報を見つけるた
めの情報検索手段を紹介していくことにしたい。
なお、筆者自身も４月下旬ころに 各省庁の支
援情報のまとめサイトをコラムにまとめるなどの
情報支援活動を行っているところである。

⑴厚生労働省「生活を支えるための支援のご
案内」

厚生労働省の特設ページ「 新型コロナウイ
ルス感染症について」にて公開しているリーフ
レット「 生活を支えるための支援のご案内」（図
３）は、仕事、子供の世話、生活費に関する日常
のくらしの相談窓口や、受けられる支援が網羅
されている。大変見やすく、説明資料としても
使いやすい。代表的な制度は「雇用調整助成金」

「休業手当」「緊急小口融資」「生活保護」などで
ある。だれもが一度は目を通してほしい。随時
更新されているので最新版にアクセスしていただ
きたい。
⑵経済産業省「新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者の皆様へ」

経済産業省の特設ページ「 新型コロナウイ
ルス感染症関連」にて公開している支援策パンフ

レット「 新型コロナウイルス感染症で影響を受
ける事業者の皆様へ」（図４）は、主に中小企業・
個人事業主向けの助成金、融資などが網羅され
ている。売上減少に応じて支援される緊急経済
政策の「持続化給付金」（最大200万円又は最大
100万円）をはじめ、「家賃支援給付金」（最大600
万円）や経営相談窓口の情報なども網羅されて
いる。事業主には必携必読のパンフレットとな
るだろう。随時更新されているので最新版にア
クセスしていただきたい。
⑶総務省「新型コロナウイルス感染症緊急経
済対策関連  特別定額給付金」

国民１人当たり一律で10万円を給付する「特
別定額給付金」については、総務省に特設サイ

ト「 特別定額給付金ポータルサイト」（図５）
が設けられている。

受給方法、対象世帯などが詳細に記載されて
いるので、ぜひ目を通しておきたい。

また、「 総務省の新型コロナウイルス感染症
対策関連」のトップページには、特別定額給付
金以外の、総務省所管の支援や対応策へのリン
クが掲載されている。消防、行政相談、情報通信、
地方行政などへのアクセスのポータルサイトとし
て利用できる。
⑷内閣官房「新型コロナウイルス感染症に伴
う各種支援のご案内」

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推
進室が、国や関係機関による各種支援・行政の

取り組みをまとめた特設ページが「 新型コロ
ナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内」で
ある。

各省庁の重要施策が一覧化されたパンフレッ
ト（図６）が掲載されている。2020年５月１日の
第一次補正予算成立後は劇的に見やすさと検索
性が向上している点も注目したい。

中小企業向けの複雑な支援制度を検索できる
「中小企業庁ミラサポplus」や、民間事業者によ
る取り組みを検索できる「VS COVID-19#民間
支援情報ナビ」のリンクも掲載されているため、
ポータルサイトとしての利用価値が高い。
⑸首相官邸「ご利用くださいお役立ち情報」

首相官邸の新型コロナウイルス感染症特設
ページとして「 ご利用くださいお役立ち情報」

（図７）のページがポータルサイト機能を果たし
ている。政府の最新の施策を随時反映し「緊急
事態宣言」の状況や「業種ごと感染拡大予防ガ
イドライン」などが掲載されている。また「くら
しとしごとの支援策」ページが設けられ、各省庁
の施策が列挙されている。随時更新されている
ので最新版にアクセスいただきたい。
⑹ヤフージャパン「新型コロナ対策支援制度
まとめ」

筆者が個人的に利用しやすいと思えた民間事
業者による支援策まとめサイトは「Yahoo! Japan」

お金（生活費や事業資金）に困っているとき

生活を支えるための支援のご案内

８
 実質無利子・無担保融資（事業資金）

新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む
個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資を行います。

 緊急小口資金・総合支援資金（生活費）
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、
必要な生活費用等の貸付を実施します。

９
～

 社会保険料等の猶予
生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の１つとして、社会保険料のほか、国税や
公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合があります。

 生活困窮者自立相談支援事業
様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を
実施しております。

 生活保護

６

 住居確保給付金（家賃）
休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じて
いる方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。

現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、
困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。

５
 子育て世帯への臨時特別給付金（子育て世帯向け）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、
児童手当（本則給付）を受給する世帯に対して、臨時特別の給付金（一時金）を支給します。

７
 持続化給付金（中堅・中小法人、個人事業者向け）

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続
を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

４
 特別定額給付金

基準日（令和２年４月 日）に住民基本台帳に記録されている方に対し、１人当たり 万円の
給付を行います。※申請期限は、申請受付開始日から３か月以内

※令和２年５月 日時点のものであり、今後、随時更新してまいります。
（これら支援策の中には、令和２年度第２次補正予算の成立が前提であるものが含まれています）

※下記のほか、２次補正に盛り込まれた「低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金」「新型コロ
ナウイルス感染症対応休業支援金」「家賃支援給付金」について準備中です。

新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者の皆様へ

令和2年6月5日19:00時点版

資金繰り

設備投資・販路開拓

経営環境の整備

本資料は経済産業省ＨＰ特設ページに掲載しております。
経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連 で検索、

または右のQRコードよりご確認ください。

また、最新情報については、e-中小企業ネットマガジン・中小企業庁
Twitterでも、ご登録いただいた方に随時配信しております。
e-中小企業ネット
マガジンの登録

中小企業庁
Twitterのフォロー

LINE公式
アカウントのフォロー

または右のQRコードよりご確認ください。
e-中小企業ネットマガジン で検索、

@meti_chusho で検索、
または右のQRコードよりご確認ください。

または右のQRコードよりご確認ください。
@meti_chusho で検索、

検索⼿段を紹介していくことにしたい。なお、筆者⾃⾝も 4 ⽉下旬ころに各省庁の⽀援情
報のまとめサイト http://www.law-okamoto.jp/column/9907.html をコラムにまとめるな
どの情報⽀援活動を⾏っているところである。 
 
［１］ 厚⽣労働省「⽣活を⽀えるための⽀援のご案内」 
厚 ⽣ 労 働 省 の 特 設 ペ ー ジ 「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に つ い て 」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
（QR コード）にて公開しているリーフレット「⽣活を⽀えるための⽀援のご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf 
（図１）は、仕事、⼦供の世話、⽣活費に関する⽇常のくらしの相談窓⼝や、受けられる

⽀援が網羅されている。⼤変⾒やすく、説明資料としても使いやすい。代表的な制度は「雇
⽤調整助成⾦」「休業⼿当」「緊急⼩⼝融資」「⽣活保護」などである。だれもが⼀度は⽬を
通してほしい。随時更新されているので最新版にアクセスしていただきたい。 

 
図１ 厚⽣労働省「⽣活を⽀えるための⽀援のご案内」（2020 年 5⽉●⽇時点） 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf 
※この PDF の最初の１ページを画像掲載する 
 

 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
※QR コードも掲載する（閲覧しながらスマホでかざすなど役⽴ちます。以下同様） 

 
［２］ 経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」 

経済産業省の特設ページ「新型コロナウイルス感染症関連」 
https://www.meti.go.jp/covid-19/ 
（QR コード） 
にて公開している⽀援策パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業

者の皆様へ」 
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 

ココメメンントトのの追追加加  [[tt11]]::  このように⽂章直後に URL があ

るものは、前の⽂節を含んで「ハイパーリンク」にし

てください。電⼦媒体雑誌としての特性をということ

ですので、以下、そのような対応をお願いします。適

宜スタイルについては、修正作業が少なくなるよう、

事前にご相談ください。 

岡本 090-3346-2810 

（図２）は、主に中⼩企業・個⼈事業主向けの助成⾦、融資などが網羅されている。売上減
少に応じて⽀援される緊急経済政策の「持続化給付⾦」（中⼩企業最⼤ 200万円、個⼈事業
主最⼤ 100 万円）をはじめ、セーフティネット保証や経営相談窓⼝の情報なども網羅され
ている。事業主には必携必読のパンフレットとなるだろう。随時更新されているので最新版
にアクセスしていただきたい。 
 
図２ 経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」（５⽉●●
⽇時点） 
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 
※この PDF の最初の１ページを画像掲載する 
※OR コード画像も⼀緒に掲載する 
 

 
 

［３］ 総務省 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連 特別定額給付⾦」 
国⺠１⼈当たり⼀律で 10万円を給付する「特別定額給付⾦」については、総務省に特設

サイト「特別定額給付⾦ポータルサイト」 
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html 
（図３）が設けられている（QR コード）。受給⽅法、対象世帯などが詳細に記載されてい
るので、ぜひ⽬を通しておきたい。また、「総務省の新型コロナウイルス感染症対策関連」 
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/index.html 
のトップページには、特別定額給付⾦以外の、総務省所管の⽀援や対応策へのリンクが掲載
されている。消防、⾏政相談、情報通信、地⽅⾏政などへのアクセスのポータルサイトとし
て利⽤できる。 
 
図３ 総務省「特別定額給付⾦ポータルサイト」（2020 年 5⽉●⽇時点） 
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html 
 
 

 
 

 
 

 
［４］ 内閣官房「新型コロナウイルス感染症に伴う各種⽀援のご案内」 
 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が、国や関係機関による各種⽀援・⾏政の
取り組みをまとめた特設ページが「新型コロナウイルス感染症に伴う各種⽀援のご案内」 
https://corona.go.jp/action/ 
（QR コード）である。各省庁の重要施策が⼀覧化されたパンフレット（図４）が掲載され
ている。2020 年 5⽉ 1 ⽇の第⼀次補正予算成⽴後は劇的に⾒やすさと検索性が向上してい
る点も注⽬したい。 
中⼩企業向けの複雑な⽀援制度を検索できる「中⼩企業庁ミラサポ plus」や、⺠間事業者

による取り組みを検索できる「VS COVID-19#⺠間⽀援情報ナビ」のリンクも掲載されてい
るため、ポータルサイトとしての利⽤価値が⾼い。 
 
 図３　厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」

（2020年５月27日時点）
図４　経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受

ける事業者の皆様へ」（2020年６月５日時点）

図５　総務省「特別定額給付金ポータルサイト」

厚生労働省
新型コロナウイルス感染症について

経済産業省
新型コロナウイルス感染症関連

総務省
特別定額給付金ポータルサイト
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感染症に立ち向かうあなたを助ける
お金とくらしの話

による「 くらし 新型コロナ対策支援制度まと
め」である（図８）。イラストを多用し、インター
フェイスも工夫されているため、支援制度を概
観するには便利である。個人か事業者か、お金
をもらえるのか、借りるのか、などわかりやすい
分類がなされている。ポータルサイトとしての利
用価値が高いと考える。
⑺お住いの都道府県と市区町村のウェブサイ
トを見る

これまでは正しい支援制度にたどりつくため
に便利だと思われる、国のホームページを中心に
紹介してきた。しかし、実際に支援を受ける場
合には、住んでいる自治体の役所窓口を利用す
ることが多い。また、事業者の支援も、県単位、
基礎自治体単位で、独自のものが用意されてい
るケースも多い。たとえば、東京都や大阪府な
どが典型例である。そこで、支援情報を考える
ときには、国の情報に加え、「都道府県」と「市
区町村」の両方の「新型コロナウイルス感染症」

（COVID-19）関連ページを参照することを忘れな
いでほしい。

【参考文献】
�岡本正『被災したあなたを助けるお金とくらしの話』（弘文堂）
�岡本正『災害復興法学』（慶應義塾大学出版会）
�岡本正『災害復興法学Ⅱ』（慶應義塾大学出版会）

事業再開に向けた
投資をしたい 持続化補助金

小規模事業者に最大150万円を補助
最大100万円までを最大3/4補助,
最大50万円を定額補助
ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ,ﾗｲﾌﾞﾊｳｽ等は最大200万円

お近くの商工会
または商工会議所まで

休業手当100％で雇用維持なら
中小は都道府県の休業要請を受けた場合

最大10割助成
日額上限8,330円→15,000円に引上げ

中小法人等 最大200万円
ﾌﾘｰﾗﾝｽ含む個人事業者 最大100万円

一定の売上減少要件を満たす事業者に
中小企業等 最大600万円※1
個人事業者等 最大300万円※2

※1 最大100万円/月（給付率2/3,1/3）×6カ月分
※2 最大 50万円/月 （給付率2/3,1/3）×6カ月分

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
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売上が半分以下※
で事業の継続が苦しい

※１～12月のどの月でも
持続化給付金

持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570(毎日8:30-19:00)

6月8日から全国1649の商工会及び
46の商工会議所で申請サポート実施

申請サポート会場も順次開設

雇用を維持できない 雇用調整助成金
お近くの都道府県労働局

またはﾊﾛｰﾜｰｸまで
ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-60-3999

(毎日9:00-21:00)

売上減で
資金繰りが厳しい

実質無利子・
無担保融資

3年間無利子,最長5年間元本据置
日本政策金融公庫等に加え、

５月より地銀,信金,信組等でも利用可に

日本公庫 → 0120-154-505（平日）
商工中金 → 0120-542-711（平日・休日）
民間金融 → 0570-783-183（平日・休日）
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予
・
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免 売上減で

固定資産税が払えない
固定資産税・

都市計画税の減免
リンク先パンフのＰ71をご覧ください

売上が一定程度減少の場合,
来年度は 2分の１又はゼロ

に減免
相談ﾀﾞｲﾔﾙ 0570-077-322

(平日 9：30～17：00)

売上減で
税,社会保険料が苦しい

国税,地方税,
社会保険料の納付猶予

売上が一定程度減少の場合、
１年間、無担保かつ
延滞税なしで猶予

国税 →国税局猶予相談ｾﾝﾀｰまで
地方税 →各地方団体の窓口まで
社会保険料 →管轄の年金事務所,各都道府県労働局

👈👈👈👈 国税の
詳細は
こちらを
クリック
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全国全ての人々に 特別定額給付金
一律1人当たり10万円

申請は郵送又はマイナポータルで
マイナポータルは5/1より順次受付開始

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-260-020
（毎日9:00～20:00）

収入減で
生活が苦しい

緊急小口資金・
総合支援資金

最大80万円(二人以上世帯)
最大65万円(単身世帯)

市区町村の社会福祉協議会まで
ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-46-1999(毎日9:00-21:00)

全国の労働金庫や指定された郵便局
でも申請受付

休業による収入減で
住居を失うおそれ 住居確保給付金 原則3か月,最長9か月

家賃相当額を支援

お住いの市区町村の
自立相談支援機関まで
ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-23-5572

(毎日 9:00-21:00)

子育て世帯の方々に 子育て世帯への
臨時特別給付金

子ども1人当たり1万円
改めての申請不要

各市区町村の窓口まで
ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-271-381

(9:00～18:30 土、日、祝日を除く)

収入減で
保険料が払えない

国民健康保険料等
の減免

リンク先パンフのＰ10をご覧ください

国民健康保険料、介護保険料、
国民年金保険料等を減免 各市区町村の窓口まで

生活が苦しくて
税,公共料金が払えない

納税猶予,公共料金
の支払猶予

国税・地方税、電気・ガス・
電話料金、NHK受信料等

の各種公共料金の支払を猶予

国税 →国税局猶予相談ｾﾝﾀｰまで
地方税 →各地方団体の窓口まで
各種公共料金 →各事業者まで

👈👈👈👈 詳細は
こちらを
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アルバイト収入減で
学業継続が厳しい 学生支援緊急給付金

大学・短大・高専・専門学校生等１人当たり
20万円(住民税非課税世帯)
10万円(上記以外)

各大学等の学生課等の窓口まで

家賃の支払いが苦しい
家賃支援給付金

クリックで支援パンフに飛びます
Ｐ30をご覧ください

準備中

休業期間中、
賃金が支払われない

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応
休業支援金

中小企業で働く従業員に対して
月額最大33万円を支給 準備中

生活が苦しい
ひとり親世帯の方々に

ひとり親世帯への
臨時特別給付金
クリックでＨＰに飛びます

児童扶養手当受給世帯等に対して
５万円（第2子以降は＋３万円）

さらに、収入減の場合＋５万円
準備中

NEW,拡充と記載されたものについては、令和2年度第2次補正予算案の成立が前提のものも含まれます。
制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第、各省にて公表される予定です。

2020年6月5日時点

準備中

準備中

図４ 内閣官房「新型コロナウイルス感染症に伴う各種⽀援のご案内」 
https://corona.go.jp/action/ 
●冒頭の PDF 画像の最新版を貼り付ける 
QR コードも脇にいれる 

 
 

［５］ ⾸相官邸「ご利⽤くださいお役⽴ち情報」 
 ⾸相官邸の新型コロナウイルス感染症特設ページとして「ご利⽤くださいお役⽴ち情報」 
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html 
（図５）（QR コード）のページがポータルサイト機能を果たしている。政府の最新の施策
を随時反映し「緊急事態宣⾔」の状況や「業種ごと感染拡⼤予防ガイドライン」などが掲載
されている。また⼤きく「健康・医療情報」と「⽣活情報」の類型にわけて、各省庁の施策
が列挙されている。随時更新されているので最新版にアクセスいただきたい。 
 
図５ ⾸相官邸「新型コロナウイルス感染症 ご利⽤くださいお役⽴ち情報」 

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html 

図６　内閣官房「新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内」（2020年６月５日時点）

 

 
 

［６］ ヤフージャパン「新型コロナ対策⽀援制度まとめ」 
筆者が個⼈的に利⽤しやすいと思えた⺠間事業者による⽀援策まとめサイトは

「Yahoo!Japan」による「くらし 新型コロナ対策⽀援制度まとめ」 
https://kurashi.yahoo.co.jp/supports/covid19/index.html 
である（QR コード）（図６）。イラストを多⽤し、インターフェイスも⼯夫されているた

め、⽀援制度を概観するには便利である。個⼈か事業者か、お⾦をもらえるのか、借りるの
か、などわかりやすい分類がなされている。ポータルサイトとしての利⽤価値が⾼いと考え
る。 

 
 
図６ Yahoo!Japan くらし 新型コロナ対策⽀援制度まとめ 
 

 
 

 
 
［７］ お住いの都道府県と市区⻑村のウェブサイトをみる 
 これまでは正しい⽀援制度にたどりつくために便利だと思われる、国のホームページを
中⼼に紹介してきた。しかし、実際に⽀援を受ける場合に利⽤する窓⼝は、住んでいる⾃治
体の役所窓⼝となることが多い。また、事業者の⽀援も、県単位、基礎⾃治体単位で、独⾃

図７　首相官邸「新型コロナウイル
ス感染症��ご利用くださいお役立ち情報」
（2020年６月10日時点）

図８　Yahoo!�Japan�「くらし��新型
コロナ対策支援制度まとめ」

専門家の相談を受ける、情報を共有する。
これらの情報は自らすべてを検索し、もれな

く利用したりすることは相当困難を伴う。「知ら
ないうちに期限が過ぎてしまった」「ある窓口で
使えないかもしれないといわれて諦めていたが、
実は利用できた」という声は既に弁護士が無料
法律相談の現場で耳にしている。また、これま
での大規模自然災害における支援制度について
も、その情報が、必要な被災者に届いてこなかっ
たという苦い経験は繰り返されている。

たとえば、「支払いができない、もう破産しか
ない」というのは誤りだ。なかには法的整理に
よるべきケースもあるだろう。しかし、新型コロ
ナウイルス感染症を受けて、金融機関は柔軟な
返済条件変更に応じる対応をするよう、金融当
局から指示がすでに出ている。家賃の支払いも
１～２カ月遅滞したというだけで、直ちに賃貸人
が解除できるようになるわけではなく、交渉の余
地もある。税金、社会保険料、公共料金の支払
も、窓口へ相談すれば猶予措置が設けられてい
るケースがほとんどだ。「あきらめない」そして

「専門家の相談窓口にまずは電話してみる」とい
う希望を持ってほしい。

本稿は、多くの支援を受けるための情報を仕
入れるきっかけを記述したにすぎない。迷うこ
となく、まずは専門家の無料相談や、行政の担
当窓口へ問い合わせをしてみてほしい。そのう
えで、「支援者」の立場になり、多くの方へ情報
を伝達する役割を担える者が増えることを期待
している。
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